
産学連携炭素材料研究会 会則

令和４年５月２０日 制定

令和４年７月１５日 改訂 

令和８年３月３０日 改訂 

第１条（名称） 

本会は産学連携炭素材料研究会と称する。 

第２条（設置目的）

工業材料として基本的に重要不可欠な炭素材料の基礎科学及び基礎技術の研究調査、

並びに製品開発に従事する学界と産業界の研究者・技術者等が協力し、当該分野の学問

及び技術の発展に寄与することを目的とする。

第３条（事業） 

本会は前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。 

一 先端材料及び産業材料に関する分科会等での活動を通じた会員間の意見交換と産

学連携機会の提供

二 若手研究者・技術者の育成や国際交流活動 

三 その他本会の目的を達成するために必要な事業 

第４条（会員） 

本会の会員は、この研究会の目的に賛同する個人又は団体であって、以下に規定する学

術界（個人）会員、産業界会員の２種とする。 

一 学術界（個人）会員：会の目的に賛同し入会した者

二 産業界会員：会の目的に賛同した法人その他団体 

２．本会の会員になろうとする者は、本会の運営委員会の承認を経て入会するものとす

る。

３．会員は各種会員の別に応じて、別途細則に定める会費を支払わなければならない。 

４．会員は、別に定める退会届を提出することにより、当該年度末をもって退会するこ

とができる。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。 



５．会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除

名することができる。 

一 この会則その他の規則に違反したとき。

二 この研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

三 その他除名すべき正当な事由があるとき。 

６．前２項のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

する。 

一 第４条３項の支払義務を一年以上履行しなかったとき。 

二 学術界会員において当該会員が死亡したとき。  

三 当研究会が解散したとき。 

第５条（役員） 

本会に次の役員を置く。 

一 会長 １名 

二 副会長 ５名以内 

三 分科会主査 各１名 

四 会計監査 ２名 

五 委員 ３０名以内 

２．会長、副会長、分科会主査、委員及び会計監査は総会において選任する。 

３．会長は本会を代表し、会務を総理する。 

４．副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。会長に事故があるとき又は会長

が欠けたときは、あらかじめ総会で決定した順序に従い、業務執行に係る職務を代

行する。 

５．分科会主査は各分科会を主宰し、その企画、実施等にあたる。 

６．委員は、会長、副会長、分科会主査とともに運営委員会を構成し、本会の運営なら

びに事業についての企画、 実施等にあたる。 

７．会計監査は、本会の会計を監督し、 決算を監査する。 

８．役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第６条(組織) 

本会に、総会、運営委員会、、分科会、アドバイザリーボードを置く。 

２．総会は、全会員をもって構成し、運営委員会より提案のあった案件（役員の異動、

分科会の設置廃止、研究会の活動計画、予算・決算等）について審議し、決定する。



３．運営委員会は、総会へ提案する前記２項に定める案件について企画・立案等を行う。

４．分科会は、会員または国内外の関連研究者による研究発表と討論の場とし、年４回

程度開催する。

５．アドバイザリーボードは、運営委員会により選任された炭素材料に関する有識者を

もって構成する。アドバイザリーボードメンバーは、本会が主催する分科会や研究

会において、研究発表や討論に参加することができる。また、運営委員会の求めに

応じて会の運営に関する助言を行う。

６．総会は全会員をもって組織し、毎年 1 回開催する。総会は会長が招集し、会員の

半数の出席をもって成立する。ただし、委任状または書面で意志を表示した会員は

出席会員とみなす。総会の議事は出席会員の過半数をもって決定し、可否同数の場

合は議長が決定する。 

７．前５項の規定にかかわらず、総会での次の決議は、総会員の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行う。 

一 会員の除名 

二 会則の変更 

三 解散 

第７条（会計） 

本会の会計は会費、寄付金及びその他の収入によって、これを支弁する。会計年度は４

月１日より３月３１日までとする。本会の収支決算および予算は総会で承認されなけれ

ばならない。 

第8条（臨時総会） 

会長が必要と認めたとき、 運営委員会が決議したとき、 または１／３以上の会員が会

議の目的である事項を示して請求したときに臨時総会を開催する。 

第９条（会則の変更及び解散） 

この会則は、総会の決議によって変更することができる。

２．本会は、総会の決議により解散する。

３．本会が清算をする場合において有する残余財産は、炭素材料に関わる団体に贈与す

るものとする。本会は、剰余金の分配を行わない。 

附則 



本会則は、令和４年５月２０日から施行する。

２．本会の設立初年度の事業年度は、本会成立の日から令和５年３月３１日までとする。 

３．令和４年度については、年度途中からの開始となるため、令和４年度予算案を決定

する臨時総会において、同年の会費額の減免を決議することとする。 

４．設立時の役員は次のとおりとする。 

会長 羽鳥浩章

副会長 森下隆広 

副会長 入澤寿平 

Ａ分科会主査 （未定） 

Ｂ分科会主査 川崎晋司 

Ｃ分科会主査 吉澤徳子 

Ｄ分科会主査 上野貴博 

幹事 稲垣道夫 

幹事 遠藤守信 

幹事 尾崎純一 

幹事 京谷隆 

幹事 寺井隆幸 

幹事 豊田昌宏 

幹事 平田孝道 

幹事 安田栄一 

会計監査 川口雅之 

会計監査 保坂隆之 

５．本会の設立時の事務局を下記に置く。 

茨城県つくば市竹園３丁目３５番地１２ 

細則

１．本会の会員会費は次の通りとする。 

産業界会員：年額 一口 ６０，０００円 

 学術界（個人）会員：年額 ５，０００円 

２．会則第５条に定める役員のうち、学術界（個人）会員である者の会費は免除する。 

以上 


